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（訂正）「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 
 

当社は、平成21年３月10日に開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」につきまして、内容

に追加及び一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記  

 

【開示事項の訂正箇所】 

 

１．定款変更の追加及び訂正箇所（網掛けは、追加及び訂正箇所であります。下線＿は定款の変更箇所で

あります。 ） 

 

（訂正前） 

現行定款 変更案 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  ２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 

  ３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪

失登録簿の作成並びにこれらの備置きそ

の他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理

人に委託し、当会社においてはこれを取扱

わない。 

第 10 条～第 48 条（記載省略） 

第８条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  ２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 

  ３．当会社の株主名簿及び、新株予約権原簿の

作成並びにこれらの備置きその他の株主

名簿及び新株予約権原簿に関する事務は

株主名簿管理人に委託し、当会社において

はこれを取扱わない。 

 

 

第９条～第 47 条（条数を繰上げ） 

 
 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

現行定款 変更案 

（株主名簿管理人） 

第９条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  ２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 

  ３．当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、新株予約権原簿及び株券喪

失登録簿の作成並びにこれらの備置きそ

の他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券

喪失登録簿に関する事務は株主名簿管理

人に委託し、当会社においてはこれを取扱

わない。 

第 10 条～第 13 条（記載省略） 

（決議の方法） 

第 14 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別 

段の定めある場合を除き、出席した議決 

    権を行使することができる株主（実質株 

    主を含む。以下同じ。）の議決権の過半 

数をもって行う。 

  ２．会社法第 309 条第２項に定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって

行う。 

第 15 条～第 48 条（記載省略） 

 

（株主名簿管理人） 

第８条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 

  ２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 

  ３．当会社の株主名簿及び、新株予約権原簿

の作成並びにこれらの備置きその他の株

主名簿及び新株予約権原簿に関する事務

は株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取扱わない。 

 

 

第９条～第 12 条（条数を繰上げ） 

（決議の方法） 

第 13 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別 

段の定めある場合を除き、出席した議決 

    権を行使することができる株主の議決権

の過半数をもって行う。 

 

  ２．会社法第 309 条第２項に定める決議は、

議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって

行う。 

第 14 条～第 47 条（条数を繰上げ） 

 

以 上 


